
 

 
益   田   市 

 
  令 和 4 年 8 月 2 9 日 
  報 道 発 表 資 料 
 

第 555 回益田市議会（定例）予定議案について 

 

（初日） 

○ 専決処分の報告について（2件） 

･地方自治法第180条第1項の規定による専決処分 
     （市有財産管理上の瑕疵に係る和解及び損害賠償の額の決定） 

 

 

○ 条例案件について（8件） 

  ・益田市立地域活性化交流館設置条例制定について 
     （益田市立地域活性化交流館の設置に関する条例の制定 

施行日：令和5年1月1日） 

  ・益田市立宿泊交流センター設置及び管理に関する条例制定について 
     （益田市立宿泊交流センターの設置に関する条例の制定 

施行日：令和5年4月1日） 

  ・こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例制定について 
     （こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う所要の改正 

施行日：令和5年4月1日） 

  ・益田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定について 
     （非常勤職員の育児休業の運用に係る所要の改正 

施行日：令和4年10月1日） 

  ・益田市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税

の課税免除に関する条例の一部を改正する条例制定について 
     （引用条例の整理に係る所要の改正 

施行日：公布の日） 

  ・益田市手数料条例の一部を改正する条例制定について 
     （長期優良住宅の認定制度の拡充による事務手数料等に係る所要の改正 

施行日：令和4年10月1日 ただし、第2条第7号の改正規定は公布の日） 

  ・益田市立歴史文化交流館設置及び管理に関する条例制定について 
     （益田市立歴史文化交流館の設置に関する条例の制定 

施行日：令和5年4月1日） 

  ・益田市消防団に関する条例の一部を改正する条例制定について 
     （消防団員の報酬の引き上げ等に係る所要の改正 

施行日：令和5年4月1日） 
 
 

○ 補正予算について（7件） 

  ・令和４年度益田市一般会計補正予算第３号 
     （補正額 1,896,195千円   補正後の額 29,381,029千円） 

別紙資料（財政課作成） 
 
 

  ・令和４年度益田市施設貸付事業特別会計補正予算第１号 
     （補正額 3,767千円   補正後の額 43,396千円 

担当課名 総務管財課 

担当者名 和﨑 幹弘 

電話番号 0856－31－0150 
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施設貸付事業施設維持管理基金積立金 3,767千円、繰越金の補正） 
  ・令和４年度益田市介護保険特別会計補正予算第１号 
     （補正額 123,570千円   補正後の額 6,365,288千円 

介護給付費準備基金積立金 85,084千円、介護保険費国県支出金等返還金 31,645千円、前年度繰入 
金精算金 6,841千円、繰越金の補正） 

  ・令和４年度益田市国民健康保険事業特別会計補正予算第１号 
     （事業勘定 補正額 25,692千円   補正後の額 5,273,689千円 

国民健康保険事業基金積立金 10,170千円、返還金 15,522千円、繰入金、繰越金、諸収入の補正） 
     （匹見澄川診療施設勘定 補正額 8千円   補正後の額 17,522千円 

前年度繰入金精算金 8千円、繰越金の補正） 
     （匹見道川診療施設勘定 補正額 79千円   補正後の額 10,622千円 

診療施設運営経費 52千円、前年度繰入金精算金 27千円、繰入金、繰越金、諸収入の補正） 
  ・令和４年度益田市後期高齢者医療特別会計補正予算第１号 
     （補正額 71,350千円   補正後の額 1,641,939千円 

後期高齢者医療広域連合保険料等納付金 13,244千円、前年度繰入金精算金 58,106千円、後期高齢 
者医療保険料、繰越金、諸収入の補正） 

  ・令和４年度益田市匹見財産区特別会計補正予算第１号 
     （補正額 △11,222千円   補正後の額 6,526千円 

水源林整備事業費 △11,222千円、水源林整備受託事業収入の補正） 
 ・令和４年度益田市水道事業会計補正予算第２号 

     （補正額 収益的収入 47,588千円   補正後の額 1,219,113千円 
収益的支出 △1,762千円   補正後の額 1,090,202千円 
資本的収入  7,546千円   補正後の額  343,636千円 
資本的支出  17,237千円   補正後の額  879,282千円 

前年度決算に伴う繰入金等の補正） 
 

○ 決算の認定について（12件） 

  ・令和３年度益田市一般会計歳入歳出決算の認定について 

  ・令和３年度益田市施設貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

  ・令和３年度益田市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

  ・令和３年度益田市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

  ・令和３年度益田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

  ・令和３年度益田市市有林事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

  ・令和３年度益田市造林受託事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

  ・令和３年度益田市匹見財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

  ・令和３年度益田市駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

  ・令和３年度益田市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について 
（地方自治法第233条第3項の規定に基づく議会の認定） 

  ・令和３年度益田市下水道事業会計決算の認定について 

  ・令和３年度益田市水道事業会計決算の認定について 
（地方公営企業法第30条第4項の規定に基づく議会の認定） 

 

 

（最終日） 

○ 報告案件について（2件） 

  ・健全化判断比率について 
     （令和 3年度決算に係る健全化判断比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する 

法律第 3条第 1 項の規定に基づく報告） 

  ・資金不足比率について 
     （令和 3年度決算に係る公営企業の資金不足比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する 

法律第 22条第 1項の規定に基づく報告） 

 

○ 人事案件について（2件） 



  ・行政情報公開不服審査会委員の任命について 
     （益田市行政情報公開条例第 19条第 2項の規定に基づく議会の同意） 

 ・人権擁護委員候補者の推薦について 
     （人権擁護委員法第 6条第 3項の規定に基づく諮問） 


